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平和学習事業の参加者を募集

「家庭ごみの分別ガイド」に広告を出しませんか

移動型スマホ教室

くらしの無料相談窓口
相談の種類 とき ところ 申し込み･問い合わせ先

心配ごと相談

29日を除く毎週金曜日 13時～16時 サン･シープラザ4階 社会福祉協議会･各地域センター
■■TEL 0848-63-0570

14日(木)･28日(木) 本郷保健福祉センター ■■TEL 0848-86-3607
13日(水)･20日(水)、6月3日(水) 9時～12時 久井保健福祉センター ■■TEL 0847-32-7101
15日(金) 大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

児童虐待通告窓口 4日～6日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分【電話相談】こども安心課　■■TEL 0848-67-6088
毎日 24時間対応 児童相談所虐待対応ダイヤル　■■TEL 189

弁護士法律相談
※要予約。

15日(金)
※受付は7日(木)8時30分から。 13時～16時 市役所本庁3階 生活環境課 

■■TEL 0848-67-6178

消費生活相談 4日～6日を除く毎週月～金曜日 9時～12時、
13時～16時

市役所本庁3階
※電話相談も可。 消費生活センター

■■TEL 0848-67-6410消費生活巡回相談
※要予約。 8日(金)･15日(金)･22日(金) 14時～16時 本郷･久井･大和支所

障害者なんでも相談
※要予約。

25日(月) 14時～16時 本郷保健福祉センター 地域生活支援センターさ･ポート
■■TEL 0848-62-1736
■■FAX 0848-62-173727日(水) 10時～12時 久井保健福祉センター

自立サポート相談 4日～6日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 サン･シープラザ4階 自立相談支援センターみはら
■■TEL 0848-67-4568

家庭児童相談 4日～6日を除く毎週月～金曜日 9時～17時 市役所本庁2階 家庭児童相談
■■TEL 0848-61-0121

不登校などに関する
悩み相談 4日～6日を除く毎週月～金曜日 9時～16時30分 リージョンプラザ2階

※電話相談も可。
三原ふれあい相談室
■■TEL 0848-64-7201

学校生活の悩み･
体罰などの相談 4日～6日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分【電話相談】三原子どもサポートダイヤル　■■TEL 0848-67-6173

※時間外は留守番電話で対応。
犯罪被害者等
総合相談 4日～6日を除く毎週月～金曜日 8時30分～17時15分 市役所本庁３階 人権推進課

■■TEL 0848-67-6044

人権相談

14日(木) 13時～16時 サン･シープラザ4階 人権推進課
■■TEL 0848-67-6044

4日～6日を除く毎週月～金曜日 10時～16時

市役所本庁3階
人権文化センター ■■TEL 0848-66-1111
本郷人権文化センター ■■TEL 0848-86-3333
大和人権文化センター ■■TEL 0847-33-1308

8時30分～17時15分【電話相談】法務局常設電話相談所　■■TEL 0570-003-110
６月3日(水) 9時～12時 久井保健福祉センター 人権推進課

■■TEL 0848-67-6044６月5日(金) 大和保健福祉センター
女性相談
(ＤＶや家庭不和など) 4日～6日を除く毎週月～金曜日 9時30分～16時 市役所本庁1階

※電話相談も可。
女性相談室
■■TEL 0848-61-0122

不動産相談 15日(金) 10時～15時
サン･シープラザ4階 社会福祉協議会

■■TEL 0848‐63‐0570戦没者遺族相談 7日(木)･21日(木)、6月4日(木) 13時～16時
療育･教育相談 13日(水) 10時～12時

■■時　6月～令和9年3月のうち、主に土日のいずれか2～3時
間程度(年6回を予定)
※ただし、8月6日(木)は終日を予定。
■■所　事前学習など：市役所本庁舎
平和記念式典･平和学習の集いへの参加など：広島市
■■内　8月6日に広島市内である平和記念式典や全国の子ども
たちが集まって平和について考えるワークショップ「全国
平和学習の集い」や、戦争体験者の語りを聞いて「今できる
ことを考える」講座への参加
■■対　市内在住、または在学の中学生･高校生　
■■定　15人　
■■申　22日(金)までに申込フォームから、または人権推進課(■■TEL 0848-67-6044)へ
※日程や費用など、詳しくは市■■HPで確認してください。

新たに住宅を取得する人の応援制度を拡充しました
　市内で新たに住宅を取得する世帯に対し、住宅取得費用の
一部を補助します。

【対象となる分譲地･保留地】(※)
●三原西部住宅団地(あやめヶ丘)　●小泉町玉城地区住宅団地

●東本通土地区画整理地
※上記の分譲地･保留地内で建売住宅(中古住
宅を除く)を購入する場合も対象になります。

【補助額】100万円まで
※市に転入後、3年以上定住し、地域活動に参加する
こと。※詳しくは市■■HPで確認してください。
■■申　地域企画課(■■TEL 0848-67-6011)

対象世帯

40歳未満の夫婦世帯または15歳未満の子がいる世帯
移住世帯 定住世帯

①交付申請時、世帯員全
員が1年以上市外に在住
している世帯
②市に転入して3年以内
かつ転入前に1年以上市
外に在住していた世帯

市が指定する分譲地･保
留地(※)を購入して住宅
を新築または新規購入
(中古住宅を除く)する世
帯

講座名 とき 内容
Androidの使い方(基礎編) 7日(木)、21日(木)各10時30分~11時30分 電話、カメラ、地図アプリの使い

方などAndroidの使い方(応用編) 28日(木)10時30分~11時30分
iPhoneの使い方(基礎編) 7日(木)、21日(木)各14時~15時 マップ、カメラ、動画、二次元コ

ードの読み取り方法などiPhoneの使い方(応用編) 28日(木)14時~15時
スマホ決済の使い方 7日(木)、21日(木)、28日(木)各12時~13時 アプリの登録･体験･相談など
LINEを使いこなそう 
災害対策編

7日(木)、21日(木)、28日(木)�
各15時30分~16時30分 緊急時に役立つLINEの機能(防災)

➡市■■HP

飼い主のいない猫の不妊･去勢手術費用を補助します

➡市■■HP

　飼い主のいない猫を増やさないための活動を支援するた
め、不妊･去勢手術する費用の一部を補助します。
【対象猫】①飼い主がいない猫であることを地域住民2人以上
に確認済②他の地域猫活動に係る不妊･去勢手術の支援を受
けていない③手術後に識別のため片耳の切れ込み処置を行う
【対象者】①市税を滞納していない②飼い主のいない猫を増や
さないための活動を行なっている市内在住の個人または市内で
活動する団体
【補助上限額】メス猫1匹につき1万5千円まで、オス猫1匹につ
き1万円まで(申請者1人につき5匹まで)

【対象経費】● �メス猫の不妊手術費用　●�オス猫の去勢手術費用
●�上記手術に伴う識別措置(片耳の切れ込み処置を含む)に係る費用
■■申　29日(金)までに電子申請、持参または郵送(必着)で申請書
と対象猫の写真などを生活環境課(〒723-8601港町三丁目5
番1号)へ※申込多数の場合は抽選。予算の上限に達しないと
きは7月以降、先着順で受付します。
※必ず手術前に申請してください。手術後の申請は
補助対象外です。
■■問　生活環境課(■■TEL 0848-67-6179)

　「家庭ごみの分別ガイド」に掲載する広告を募集します。市
内全域に配布し、市民の皆さんが使用します。市内業者の広
告応募をお待ちしています。

【発行部数】50,000部(予定)
■■申　■■問　6月30日(火)までに環境施設課(■■TEL 0848-63-1210�
■■FAX 0848-67-6069)へ

➡市■■HP

■■所　市役所本庁舎正面玄
関前のハイエース車内
■■定　各回3人
■■申　■■問　予約窓口
(■■TEL 0800-111-9442)
9時～17時

➡市■■HP

「全国平和学習の集い」の様子

令和8年度
から拡充

1011 ● 広報みはら／令和8年5月号 ● ● 広報みはら／令和8年5月号 ●
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